
は
じ
め
に

盛
唐
期
の
草
書
の
変
遷
過
程
を
窺
う
上
で
、
張
旭
は
代
表
的
な
書

人
と
さ
れ
て
い
る
。
張
旭
の
肉
筆
の
草
書
作
品
と
し
て
は
、
真
偽
に

つ
い
て
異
論
の
あ
る
台
北
故
宮
博
物
院
寄
託
「
自
言
帖
」
や
遼
寧
省

博
物
館
蔵
「
古
詩
四
帖
」
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
ゆ
え

に
、
張
旭
の
法
帖
に
見
ら
れ
る
草
書
作
品
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と

は
、
彼
の
草
書
の
実
態
の
一
端
を
解
明
す
る
上
で
も
極
め
て
重
要
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。

張
旭
の
法
帖
に
見
ら
れ
る
草
書
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
後
に
見
る

よ
う
に
、
先
行
研
究
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
も
の
の
、

同
じ
名
称
で
複
数
の
法
帖
に
見
ら
れ
る
作
品
の
法
帖
間
で
の
検
討
や
、

作
品
の
真
偽
に
関
し
て
深
く
検
討
し
た
も
の
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な

か
っ
た
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
容
庚
編
『
叢
帖
目
』
全
四
冊
（
中
華
書
局
香

港
分
局
、
一
九
八
○_

一
九
八
六
）
か
ら
法
帖
所
収
の
張
旭
の
草
書

作
品
を
確
認
し
、
肉
筆
本
（
臨
本
な
ど
の
同
系
統
の
作
品
も
含
む
）

が
伝
わ
ら
ず
、
法
帖
に
の
み
見
ら
れ
る
作
品
の
真
偽
や
制
作
時
期
に

つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
た
だ
し
、
表
１
に
示
し
た
よ
う

に
、『
叢
帖
目
』
に
引
か
れ
た
法
帖
の
中
に
は
、
す
で
に
亡
佚
し
た
も

の
、
偽
帖
と
さ
れ
る
も
の
、
肉
筆
本
（
臨
本
な
ど
の
同
系
統
の
作
品

も
含
む
）
が
存
在
す
る
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
検
討
の
対
象
と
し

な
い
。
ま
た
、
本
稿
執
筆
の
段
階
で
は
過
眼
で
き
て
い
な
い
法
帖
に

つ
い
て
は
、
前
掲
の
『
叢
帖
目
』
な
ど
の
先
行
研
究
の
確
認
に
と
ど

め
、
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。
な
お
、
本
稿
で
用
い
る
法
帖
の

底
本
は
、
近
時
刊
行
さ
れ
た
啓
功
・
王
靖
憲
主
編
『
中
国
法
帖
全
集
』
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全
一
七
冊
（
湖
北
美
術
出
版
社
、
二
○
○
二
）
な
ど
の
で
き
る
限
り

信
頼
の
お
け
る
、
資
料
的
価
値
の
高
い
原
刻
本
も
し
く
は
翻
刻
本

（
重
刻
本
）
を
用
い
、
表
１
〜
２
の
注
に
明
記
し
た
。

一

本
稿
で
検
討
の
対
象
と
す
る
張
旭
の
草
書
作
品
に
つ
い
て

表
１
所
収
の
作
品
で
、
肉
筆
本
（
臨
本
な
ど
の
同
系
統
の
作
品
も

含
む
）
が
伝
わ
ら
ず
、
法
帖
に
の
み
見
ら
れ
る
作
品
に
は
、「
晩
復

帖
」・「
十
五
日
帖
」・「
千
字
文
」・「
肚
痛
帖
」・「
秋
深
帖
」・「
冠
軍

帖
」・「
欲
帰
帖
」・「
二
月
帖
」
が
あ
る
。

こ
の
な
か
で
、「
秋
深
帖
」（
図
１
）
は
、
明
の
「
戯
鴻
堂
法
書
」

に
収
め
ら
れ
て
お
り
（
以
下
、「
戯
鴻
堂
法
書
本
」
と
す
る
）、
全
一

三
行
、
全
六
六
字
。
明
の
張
丑
『
清
河
書
画
舫
』
花
字
号
に
、

趙
子
墟
有
臨
本
。
董
玄
宰E

刻
「
戯
鴻
堂
法
帖
」、
直
云
伯
高

手
筆
。
近
始
獲
観
趙
本
于
項
氏
。
与
石
刻
筆
刻
・
筆
法
不
差
毫
髪
、

英
雄
欺
人
類
若
此
（
１
）
。

（
趙
子
墟
〔
趙
孟A

〕
に
臨
本
有
り
。
董
玄
宰
〔
董
其
昌
〕
の

E

刻
せ
し
「
戯
鴻
堂
法
帖
」
は
、
直た

だ
伯
高
の
手
筆
と
云
う
の
み
。

近
ご
ろ
始
め
て
趙
本
を
項
氏
に
獲
観
せ
り
。
石
刻
の
筆
刻
・
筆
法

と
毫
髪
も
差た

が

わ
ず
、
英
雄
人
類
ひ

と

を
欺
く
こ
と
此
く
の
若
し
。）

と
あ
る
よ
う
に
、
張
丑
は
戯
鴻
堂
法
書
本
を
元
の
趙
孟A

の
臨
本
と

見
て
い
る
。

ま
た
、「
秋
深
帖
」
の
一
部
は
北
宋
の
米B

「
張
季
明
帖
」（
東
京

国
立
博
物
館
蔵
）
に
も
見
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
、「
張
季
明
帖
」
の

第
一
〜
三
行
目
「
云
秋
深
〔
気
（
２
）
〕。
不
審
気
力
復
何
如
也
。」（
云

う
、
秋
深
し
、
気
力
復
た
何
如

い

か

な
る
や
。）
の
「
云
う
」
以
下
の
部
分

（
以
下
、「
張
季
明
帖
本
」
と
い
う
）
を
指
す
。
た
だ
し
、
中
田
勇
次

郎
氏
の
論
考
（
３
）
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
張
季
明
帖
本
と
戯
鴻

堂
法
書
本
に
は
異
同
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
張
季
明
帖
本
で
は

原
本
の
書
風
を
「
真
・
行
相
間
。」（
真
・
行
相
い
間ま

じ
る
。）
と
指
摘

さ
れ
て
い
る
が
、
戯
鴻
堂
法
書
本
で
は
「
秋
深
不
審
」
の
部
分
は
楷

書
、
そ
の
ほ
か
は
す
べ
て
行
草
書
で
書
か
れ
て
お
り
、
ま
た
、
張
季

明
帖
本
の
「
何
如
」
３
は
、
戯
鴻
堂
法
書
本
で
は
「
如
何
」
２
に
筆

写
さ
れ
、
語
法
の
上
で
も
誤
っ
て
い
る
と
い
う
。
加
え
て
、
中
田
勇

次
郎
氏
は
前
掲
の
論
考
で
、

法
帖
に
刻
し
た
も
の
で
あ
り
、
ど
れ
ほ
ど
原
本
を
伝
え
て
い
る
か

は
疑
問
が
あ
り
、
同
一
の
も
の
か
ら
出
た
と
し
て
も
、
か
な
り
原

本
か
ら
遠
く
な
っ
た
模
本
で
は
な
か
ろ
う
か
と
お
も
う
。

と
述
べ
、
戯
鴻
堂
法
書
本
の
信
憑
性
に
疑
問
を
投
じ
て
い
る
。
一
方
、

張
季
明
帖
本
の
第
三
行
目
、
戯
鴻
堂
法
書
本
の
第
二
行
目
は
両
本
と
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「
冠
軍
帖
（
４
）
」・「
欲
帰
帖
」・「
二
月
帖
」
の
三
帖
は
、「
淳
化
閣

帖
」
歴
代
名
臣
法
帖
第
二
で
は
後
漢
の
張
芝
の
作
と
し
て
収
録
さ
れ

て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
清
の
「
欽
定
重
刻
淳
化
閣
帖
」
第
十
、
唐

人
及
無
名
氏
法
帖
の
末
に
収
録
す
る
乾
隆
帝
の
御
識
に
、

後
二
帖
、
旧
誤
作
張
芝
。
其
筆
勢
縦
逸
、
是
長
史
而
非
伯
英
、

因
従
米B

説
更
定
。

（
後
の
二
帖
は
、
旧も

と
誤
り
て
張
芝
に
作
る
。
其
の
筆
勢
は
縦

逸
に
し
て
、
是
れ
長
史
〔
張
旭
〕
に
し
て
伯
英
〔
張
芝
〕
に
非
ず
、

因
り
て
米B

の
説
に
従
い
て
更
定
せ
り
。）

と
あ
り
、「
欽
定
重
刻
淳
化
閣
帖
」
で
は
北
宋
の
米B

の
見
解
を
も

と
に
、「
淳
化
閣
帖
」
で
は
後
漢
の
張
芝
の
作
と
さ
れ
て
い
た
三
帖

を
、
張
旭
の
作
に
改
め
て
収
録
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で

「
二
帖
」
と
い
う
の
は
、
実
質
的
に
上
記
の
三
帖
を
指
す
も
の
と
見
ら

れ
る
。
ま
た
、「
米B

説
」
と
い
う
が
、『
宝
章
待
訪
録
』・『
書
史
』・

『
海
岳
名
言
』
と
い
っ
た
米B

の
著
録
に
は
見
え
な
い
。
北
宋
の
黄

伯
思
『
東
観
余
論
』
法
帖
刊
誤
巻
下
に
引
く
米B

「
跋
秘
閣
法
帖
」

の
項
に
、

張
芝
後
一
帖
是
、
前
五
帖
並
張
旭
（
５
）
。

（
張
芝
の
後
の
一
帖
は
是
な
り
、
前
の
五
帖
は
並
び
に
張
旭
な
り
。）

と
あ
り
、
お
そ
ら
く
こ
の
見
解
に
依
拠
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
上

記
の
三
帖
は
書
風
か
ら
見
て
、
後
漢
の
張
芝
が
活
躍
し
た
頃
の
草
書

と
は
思
わ
れ
な
い
が
、
張
旭
の
書
と
も
首
肯
し
が
た
い
。
ゆ
え
に
、

上
記
の
三
帖
か
ら
は
北
宋
期
に
お
け
る
張
旭
の
草
書
像
の
一
端
を
垣

間
見
る
こ
と
は
で
き
る
が（
６
）
、
張
旭
の
草
書
の
実
態
を
窺
う
こ
と
は

困
難
と
見
ら
れ
る
た
め
、
本
稿
で
は
検
討
の
対
象
と
は
し
な
い
。
こ

の
ほ
か
に
、
表
１
以
外
の
作
品
と
し
て
、
西
安
碑
林
に
原
石
の
伝
わ

る
「
千
字
文
」
が
あ
り
、
こ
れ
も
先
の
表
１
所
収
の
作
品
と
あ
わ
せ

て
以
下
で
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

な
お
、
上
記
の
作
品
の
多
く
は
複
数
の
法
帖
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
場
合
、
複
数
あ
る
法
帖
の
う
ち
で
制
作
時
期
の
最
も
古

い
法
帖
を
底
本
と
し
（
表
２
）、
そ
れ
を
も
と
に
検
討
す
る
こ
と
に
し

た
い
。
ま
た
、
法
帖
間
で
行
立
て
な
ど
に
異
同
が
見
ら
れ
、
法
帖
の

制
作
時
期
の
新
旧
だ
け
で
は
底
本
を
選
定
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
。

表
２
に
挙
げ
た
底
本
は
こ
の
点
も
勘
案
し
て
選
定
し
た
も
の
で
あ
り
、

そ
の
詳
細
は
表
２
の
注
に
明
記
し
た
。

よ
っ
て
、
本
稿
で
検
討
の
対
象
と
す
る
張
旭
の
草
書
作
品
は
、

「
欽
定
重
刻
淳
化
閣
帖
」
第
十
、
唐
人
及
無
名
氏
法
帖
で
張
旭
の
書
と

審
定
さ
れ
た
「
冠
軍
帖
」・「
欲
帰
帖
」・「
二
月
帖
」
の
三
帖
を
除
く
、

「
晩
復
帖
」
淳
化
閣
帖
本
・「
十
五
日
帖
」
淳
化
閣
帖
本
・「
千
字
文
」

絳
帖
本
及
び
西
安
碑
林
本
・「
肚
痛
帖
」
西
安
碑
林
本
・「
秋
深
帖
」
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張
季
明
帖
本
の
六
作
品
と
す
る
（
７
）
。

二

文
献
や
法
帖
、
先
行
研
究
で
論
じ
ら
れ
た
本
稿
で
検
討
の

対
象
と
す
る
張
旭
の
草
書
作
品
の
制
作
時
期
に
つ
い
て

本
稿
で
検
討
の
対
象
と
す
る
張
旭
の
草
書
作
品
の
う
ち
、「
千
字

文
」
西
安
碑
林
本
と
「
肚
痛
帖
」
に
つ
い
て
は
、
文
献
や
法
帖
、
先

行
研
究
に
お
い
て
、
作
品
の
真
偽
や
筆
者
を
含
め
た
制
作
時
期
に
関

す
る
検
討
が
行
わ
れ
て
き
た
の
で
、
先
に
こ
れ
ら
の
見
解
に
つ
い
て

確
認
し
て
お
き
た
い
。

「
千
字
文
」
西
安
碑
林
本
（
図
２
）
に
関
し
て
は
、
す
で
に
路
遠

氏
が
真
蹟
説
を
提
起
し
て
い
る
（
８
）
。
元
の
駱
天
驤
『
類
編
長
安
志
』

巻
一
○
、
石
刻
、「
唐
張
旭
草
書
千
字
文
」
に
引
く
『
復
古
碑
録
（
９
）
』

に
、

乾
元
二
年
二
月
八
日
旭
書
。
自
「
学
優
登
仕
」
至
卒
章
凡
六
百

九
十
五
字
、
存
者
六
百
七
十
三
、
複
重
者
五
、
亡
者
二
十
二
。
元

豊
三
年
、
呂
大
防
守
雍
、
得
之
石
蒼
舒
、
俾
模
諸
石
、
而
置
於
府

廨
。
又
得
趙
大
観
別
本
、
自
「
薄
夙
興
温
情
」
而
下
四
十
六
字
、

乃
併
刻
之
（
10
）
。

（
乾
元
二
年
〔
七
五
九
〕
二
月
八
日
、
旭
〔
張
旭
〕
書
す
。「
学
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優
登
仕
」
自よ

り
卒
章
に
至
る
凡
そ
六
百
九
十
五
字
、
存
す
る
は
六

百
七
十
三
、
複
重
す
る
は
五
、
亡

う
し
な
う
は
二
十
二
。
元
豊
三
年
〔
一

○
八
○
〕、
呂
大
防
は
雍
を
守
り
、
之
を
石
蒼
舒
に
得
、
諸
石
を

模
せ
し
め
て
、
府
廨
に
置
け
り
。
又
た
趙
大
観
の
別
本
を
得
、

「
薄
夙
興
温
情
」
自よ

り
下
の
四
十
六
字
、
乃
ち
併
せ
て
之
を
刻
す
。）

と
あ
る
記
載
が
、「
千
字
文
」
西
安
碑
林
本
の
現
況
と
一
致
す
る
こ
と

か
ら
、「
乾
元
二
年
」
の
款
記
の
あ
る
「
千
字
文
」（
以
下
、「
乾
元
二

年
帖
」
と
す
る
（
11
）
）
を
西
安
碑
林
本
に
同
定
し
、
張
旭
の
晩
年
の
作

と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
千
字
文
」
西
安
碑
林
本
は
『
復
古
碑
録
』

に
記
さ
れ
た
「
学
優
登
仕
」
以
降
の
「
千
字
文
」
の
残
欠
で
あ
る
と

見
て
い
る
。

ま
た
、『
類
編
長
安
志
』
に
見
え
る
「
乾
元
二
年
帖
」
は
、
南
宋

の
『
宝
刻
類
編
』
巻
三
、
張
旭
、「
千
文
六
百
九
十
五
字
」
の
項
に
見

え
る
「
千
字
文
」
に
同
定
さ
れ
る
。『
宝
刻
類
編
』
は
、『
類
編
長
安

志
』
に
引
く
『
復
古
碑
録
』
と
同
時
期
に
書
か
れ
た
文
献
で
あ
り
、

そ
の
割
注
に
、

存
者
六
百
七
十
三
、
重
複
者
五
、
亡
者
二
十
二
。
乾
元
二
年
二

月
八
日
。
京
兆
（
12
）
。

（
存
す
る
は
六
百
七
十
三
、
重
複
す
る
は
五
、
亡
う
は
二
十
二
。

乾
元
二
年
〔
七
五
九
〕
二
月
八
日
。
京
兆
。）

と
あ
る
よ
う
に
、『
類
編
長
安
志
』
の
内
容
と
も
一
致
す
る
か
ら
で
あ

る
。
郭
沫
若
氏
は
、
張
旭
の
没
年
の
検
討
の
過
程
で
、
論
拠
は
明
示

し
な
い
も
の
の
、
前
掲
の
『
宝
刻
類
編
』
に
見
ら
れ
る
「
千
字
文
」

の
款
記
を
根
拠
の
一
つ
と
し
て
張
旭
の
没
年
を
乾
元
二
年
（
七
五
九
）

と
す
る
説
を
出
し
て
い
る（
13
）
。
た
だ
し
、
蘇
渙
「
懐
素
上
人
草
書
歌
」

（『
文
苑
英
華
』
巻
三
三
八
）
を
も
と
に
没
年
を
検
討
し
た
高
木
重
俊

氏
の
天
宝
六
・
七
載
（
七
四
七
・
七
四
八
）
説
が
あ
り
（
14
）
、
郭
沫
若

氏
の
見
解
と
齟
齬
を
来
し
て
い
る
。

「
肚
痛
帖
」（
図
３
）
に
は
落
款
が
な
く
、
そ
の
筆
者
に
関
し
て
は

異
説
が
見
ら
れ
る
。
明
の
王
世
貞
『L

州
山
人
四
部
稿
』
巻
一
三
五
、

墨
刻
跋
、「
張
旭
肚
痛
帖
」
の
項
に
、

張
長
史
「
肚
痛
帖
」
及
「
千
文
」
数
行
、
出
鬼
入
神
、C

D

不

可
測
。
後
「
河
満
子
」
一
絶
、
係
張E

作
。E

後
張
史
生
、
可
五
十

年
。
余
甚
疑
之
、
既
考
知
与
「
此
斎
帖
」

高
閑
筆
也
（
15
）
。

（
張
長
史
「
肚
痛
帖
」
及
び
「
千
文
」
数
行
は
、
鬼
を
出い

で
て

神
に
入
り
、C

D

と
し
て
測
る
可
か
ら
ず
。
後
の
「
河
満
子
」
の

一
絶
は
、
張E

の
作
に
係
る
。E

は
張
史
〔
張
旭
〕
に
後
れ
て
生

ま
る
こ
と
、
五
十
年
可

ば
か
り
な
り
。
余
甚
だ
之
を
疑
い
、
既
に
考
し
て

「
此
斎
帖
」
と

に
高
閑
の
筆
な
る
を
知
れ
り
。）

と
あ
る
。
王
世
貞
は
「
河
満
子
」
の
一
絶
を
根
拠
に
「
此
斎
帖
」
と
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と
も
に
高
閑
の
筆
と
し
て
お
り
、
藤
原
楚
水
氏
も
論
拠
の
乏
し
い
こ

と
を
指
摘
し
つ
つ
も
こ
の
見
解
に
賛
同
し
て
い
る
（
16
）
。
な
お
、
王
世

貞
が
根
拠
に
挙
げ
た
「
河
満
子
」
の
一
絶
は
、
張E

「
宮
詩
二
首
」

（『
張
承
吉
文
集
』
巻
六
〔
宋
蜀
本
〕・『
全
唐
詩
』
巻
五
一
一
）
の
第

一
首
目
の
こ
と
を
指
し
、「
肚
痛
帖
」
の
後
に
刻
さ
れ
て
い
た
と
見
ら

れ
る
が
、
西
安
碑
林
の
原
石
及
び
西
安
碑
林
本
に
は
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
ま
た
、
清
初
の
何G

『
義
門
題
跋
』、「
張
旭
肚
痛
帖
」

の
項
に
、

「
肚
痛
帖
」
筆
勢
固
豪
、
頗
亦
失
之
流
宕
。
去
晋
人
便F

然
、

疑
蘇
才
翁
兄
弟
所
為
、
未
必
其
伯
高
也
（
17
）
。

（「
肚
痛
帖
」
の
筆
勢
は
固
よ
り
豪
に
し
て
、
頗
る
亦
た
之
を
流

宕
に
失
せ
り
。
晋
人
を
去
る
こ
と
便
ちF

然
た
り
、
疑
う
ら
く
は

蘇
才
翁
〔
蘇
舜
元
〕
兄
弟
の
為
す
所
に
し
て
、
未
だ
必
ず
し
も
其

れ
伯
高
〔
張
旭
〕
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。）

と
あ
る
。
何G

は
「
肚
痛
帖
」
の
書
風
は
自
由
奔
放
で
、「
晋
人
」

の
伝
統
的
な
書
法
か
ら
は
か
け
離
れ
て
お
り
、
北
宋
の
蘇
舜
元
兄
弟

の
作
で
は
な
い
か
と
見
て
い
る
。

ま
た
、
竹
山
逸
人
氏
は
「
千
字
文
」
西
安
碑
林
本
と
「
肚
痛
帖
」

の
両
方
を
五
代
の
僧
彦
脩
の
臨
書
と
し
（
18
）
、
陳
忠
凱
他
編
『
西
安
碑

林
博
物
館
蔵
碑
刻
総
目
提
要
』
の
備
注
（
綫
装
書
局
、
二
○
○
六
、
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一
○
頁
）
で
も
一
説
と
し
て
彦
脩
説
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
19
）
。
竹
山

逸
人
氏
は
清
水
桃
葉
氏
蔵
の
拓
本
を
も
と
に
彦
脩
の
書
と
し
た
が
、

後
に
高
野
山
の
井
村
真
栞
師
の
指
摘
に
よ
っ
て
彦
脩
説
を
取
り
下
げ

て
い
る
。
た
だ
し
、「
千
字
文
」
及
び
「
肚
痛
帖
」
の
気
勢
や
不
自
然
さ

を
挙
げ
て
、
な
お
も
彦
脩
の
臨
本
で
は
な
い
か
と
疑
っ
て
い
る
。

上
記
の
作
品
に
お
け
る
文
献
や
法
帖
、
先
行
研
究
に
見
ら
れ
る
見

解
の
多
く
は
主
に
補
助
的
な
検
討
材
料
で
あ
る
文
献
や
漠
然
と
し
た

印
象
を
も
と
に
、
作
品
の
真
偽
や
筆
者
を
含
め
た
制
作
時
期
に
つ
い

て
考
察
し
て
い
る
。
し
か
し
、
作
品
の
真
偽
や
制
作
年
代
を
推
定
す

る
た
め
に
は
、
個
々
の
作
品
の
詳
細
な
様
式
の
検
討
が
必
要
で
あ
ろ

う
（
20
）
。
ま
た
、
個
別
の
作
品
の
見
解
に
つ
い
て
見
る
と
、「
千
字
文
」

西
安
碑
林
本
に
関
し
て
は
、
第
三
石
の
第
九
行
目
と
第
一
○
行
目
に

は
「
郡
」
字
が
重
出
し
、
第
六
石
第
三
行
目
「
矢
」
字
の
上
部
に
は

「
井
」
字
の
よ
う
な
文
字
が
あ
り
、
こ
れ
は
、『
類
編
長
安
志
』
に
引

く
『
復
古
碑
録
』
や
『
宝
刻
類
編
』
に
み
え
る
「
複
重
」
に
あ
た
る

文
字
と
も
考
え
ら
れ
る
た
め
、
路
遠
氏
の
い
う
よ
う
に
、「
千
字
文
」

西
安
碑
林
本
と
前
掲
の
二
文
献
に
見
え
る
「
乾
元
二
年
帖
」
が
同
一

で
あ
る
蓋
然
性
は
高
い
。
し
か
し
な
が
ら
、「
乾
元
二
年
帖
」
の
款
記

に
よ
っ
て
「
千
字
文
」
西
安
碑
林
本
の
制
作
時
期
を
特
定
す
る
の
は

困
難
と
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
款
記
は
後
人
が
附
託
し
た
可

能
性
や
、
款
記
だ
け
で
な
く
「
千
字
文
」
の
本
文
自
体
も
偽
作
で
あ

る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
先
に
引
い
た
高
木
重
俊
氏
が
導
い

た
張
旭
の
没
年
を
天
宝
六
・
七
載
（
七
四
七
・
七
四
八
）
と
す
る
説

を
見
る
だ
け
で
も
、
こ
の
款
記
の
信
憑
性
が
低
い
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
ろ
う
。
ゆ
え
に
、
信
憑
性
の
低
い
款
記
に
拠
ら
ず
と
も
、
先
に
指

摘
し
た
よ
う
に
、「
千
字
文
」
西
安
碑
林
本
の
本
文
の
筆
蹟
の
検
討
に

よ
っ
て
、
自
ず
と
制
作
時
期
も
明
ら
か
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

三

本
稿
で
検
討
の
対
象
と
す
る
張
旭
の
草
書
作
品
の
考
察

は
じ
め
に
、
本
稿
で
検
討
の
対
象
と
す
る
張
旭
の
草
書
作
品
の
伝

来
を
確
認
し
、
主
に
文
献
に
よ
っ
制
作
時
期
の
下
限
に
つ
い
て
推
定

し
、
次
に
、
上
記
の
検
討
結
果
を
踏
ま
え
た
上
で
、
文
字
の
字
体
や

字
形
（
21
）
、
文
字
の
大
小
の
つ
け
方
に
着
目
し
て
、
作
品
の
真
偽
や
、

筆
者
を
含
め
た
制
作
時
期
の
考
察
を
行
い
た
い
。
法
帖
に
刻
さ
れ
た

作
品
は
、
原
本
を
ど
れ
ほ
ど
忠
実
に
伝
え
て
い
る
か
は
疑
問
で
あ
り
、

し
か
も
、
肉
筆
本
に
比
べ
て
書
蹟
の
考
察
の
範
囲
は
限
定
的
と
い
わ

ざ
る
を
え
な
い
が
、
上
記
の
二
観
点
は
、
法
帖
の
作
品
の
検
討
に
お

い
て
も
有
効
な
分
析
観
点
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
本
稿
で
引
用
す

る
各
作
品
の
文
字
の
後
ろ
に
附
し
た
算
用
数
字
は
、
各
作
品
の
行
数
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を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
千
字
文
」
西
安
碑
林
本
は
断
石
の

た
め
、
最
初
に
断
石
番
号
、
次
に
行
数
を
記
し
た
。

（
一
）
本
稿
で
検
討
の
対
象
と
す
る
張
旭
の
草
書
作
品
の
伝
来
に
つ

い
て

「
晩
復
帖
」（
図
４
）・「
十
五
日
帖
」（
図
５
）
は
、
文
献
の
上
で
そ
の

原
本
に
関
す
る
伝
来
が
確
認
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
原
本
は

「
淳
化
閣
帖
」
刻
入
以
後
の
早
い
段
階
で
散
佚
し
た
も
の
と
見
ら
れ

る
。
ま
た
、
制
作
時
期
の
下
限
は
「
淳
化
閣
帖
」
に
刻
入
さ
れ
た
北

宋
の
淳
化
三
年
（
九
九
二
）
ま
で
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
千
字
文
」
は
、
宋
代
に
は
肉
筆
本
や
刻
本
が
多
く
伝
わ
っ
た
こ

と
が
文
献
上
で
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
（
22
）
、
こ
れ
ら
と
「
千
字

文
」
絳
帖
本
及
び
西
安
碑
林
本
と
の
関
連
性
は
明
ら
か
で
は
な
く
、

同
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
須
羽
源
一
氏
は
「
千
字
文
」

絳
帖
本
と
「
千
字
文
」
西
安
碑
林
本
の
書
風
に
は
共
通
性
が
あ
り
、

も
と
は
一
つ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
見
て
い
る
（
23
）
。
し
か
し
な
が
ら
、

先
に
引
用
し
た
元
の
駱
天
驤
『
類
編
長
安
志
』
に
引
く
『
復
古
碑
録
』

に
よ
る
と
、
す
で
に
北
宋
に
お
い
て
絳
帖
本
と
西
安
碑
林
本
は
別
系

統
の
「
千
字
文
」
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
本
稿
で
は

両
者
を
別
系
統
の
「
千
字
文
」
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
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「
千
字
文
」
絳
帖
本
（
図
６
）
は
、
先
に
引
用
し
た
元
の
駱
天
驤

『
類
編
長
安
志
』
に
引
く
『
復
古
碑
録
』
に
見
え
る
趙
大
観
の
別
本
の

内
容
と
ほ
ぼ
共
通
し
て
い
る
た
め
、「
千
字
文
」
絳
帖
本
の
伝
来
は
、

北
宋
の
呂
大
防
が
趙
大
観
の
別
本
（
す
な
わ
ち
絳
帖
本
）
を
刻
し
た

元
豊
三
年
（
一
○
八
○
）
ま
で
靤
る
と
見
ら
れ
る
。
な
お
、
現
在

「
千
字
文
」
絳
帖
本
の
原
石
は
亡
佚
し
て
い
る
。

ま
た
、「
千
字
文
」
西
安
碑
林
本
も
、
路
遠
氏
が
指
摘
す
る
よ
う

に
、『
類
編
長
安
志
』
に
引
く
『
復
古
碑
録
』
に
見
え
る
乾
元
二
年
帖

と
同
一
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
た
め
、「
千
字
文
」
絳
帖
本
と
同
じ

く
、
北
宋
の
呂
大
防
がE

勒
上
石
し
た
元
豊
三
年
（
一
○
八
○
）
ま

で
靤
る
と
見
ら
れ
る
（
24
）
。
そ
の
後
、
原
石
は
何
ら
か
の
事
情
で
断
裂

し
、
少
な
く
と
も
明
代
に
は
そ
の
残
石
が
西
安
碑
林
に
移
入
さ
れ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
25
）
。

「
肚
痛
帖
」
の
伝
来
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
路
遠
氏
が
詳
し
く
検

討
を
行
っ
て
お
り
、「
肚
痛
帖
」
は
北
宋
の
李
丕
緒
に
よ
っ
て
嘉
祐
三

年
（
一
○
五
八
）
に
刻
さ
れ
て
、
そ
の
邸
内
に
置
か
れ
、
金
代
に
な

り
、
張
中
孚
が
自
宅
に
移
置
し
、
明
代
前
期
に
西
安
碑
林
に
移
さ
れ

た
と
い
う
（
26
）
。
た
だ
し
、「
晩
復
帖
」
の
明
代
以
前
の
伝
来
は
路
遠

氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
限
定
的
な
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
い
え

な
い
。
す
な
わ
ち
、
北
宋
期
の
伝
来
に
関
し
て
は
、「
肚
痛
帖
」
が
彦

脩
の
書
及
び
北
宋
の
李
丕
緒
嘉
祐
三
年
（
一
○
五
八
）
跋
と
同
石
に

刻
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
論
じ
て
い
る
が
（
27
）
、
李
丕
緒
跋

に
は
「
肚
痛
帖
」
の
こ
と
が
触
れ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
さ
ら
に
宋
代
の

金
石
関
係
の
文
献
に
は
全
く
そ
の
名
が
見
え
な
い
。
ま
た
、
金
代
の

伝
来
に
関
し
て
は
、
前
掲
の
元
の
駱
天
驤
『
類
編
長
安
志
』
の
記
載

を
も
と
に
し
て
い
る
が
、
路
遠
氏
が
論
拠
と
し
て
用
い
た
彦
脩
の
草

書
及
び
李
丕
緒
に
関
す
る
記
載
は
見
え
な
い
。
よ
っ
て
、「
肚
痛
帖
」

の
確
実
な
伝
来
は
、
陳
鑑
『
碑
藪
』
や
葉
盛
『H

竹
堂
碑
目
』
に

「
肚
痛
帖
」
の
記
事
が
見
え
る
明
代
以
降
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、
路

遠
氏
の
指
摘
す
る
元
の
駱
天
驤
『
類
編
長
安
志
』
の
「
肚
痛
帖
」
の

記
事
は
重
要
で
あ
ろ
う
（
28
）
。『
類
編
長
安
志
』
巻
一
○
、
石
刻
、「
唐
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張
長
史
肚
痛
帖
」
の
項
に
、

帖
三
千

(

マ
マ)

〔
十
〕
字
頷
草
。
奇
怪
多
不
識
。
先
在
張
金
紫
宅
。

（
帖
の
三
千

(

マ
マ)

〔
十
〕
字
は
頷
草
。
奇
怪
に
し
て
多
く
識
せ
ず
。

先
に
張
金
紫
〔
張
中
孚
〕
の
宅
に
在
り
。）

と
あ
り
、
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
「
肚
痛
帖
」
は
西
安
碑
林
本
と
同
定

す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
字
数
及
び
「
頷
草
」
と
い
う
書
風
か

ら
見
て
西
安
碑
林
本
と
同
系
統
の
も
の
と
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
西
安
碑
林
本
の
伝
来
は
明
代
ま
で
し
か
靤
る
こ
と
が
で
き

な
い
が
、
そ
れ
と
同
系
統
の
も
の
は
少
な
く
と
も
元
代
に
は
存
在
し

て
い
た
と
見
ら
れ
る
。

「
秋
深
帖
」
の
伝
来
に
関
し
て
は
、
す
で
に
北
宋
の
米B

『
宝
章

待
訪
録
』
や
『
書
史
』
に
見
え
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
よ
る
と
、「
秋
深

帖
」
は
杭
州
の
名
族
で
あ
っ
た
陸
氏
が
収
蔵
し
た
「
真
迹
四
帖
」
の

一
つ
で
あ
っ
た
と
い
う
。
張
旭
は
陸
彦
遠
の
甥
に
あ
た
り
、
陸
氏
の

家
系
に
繋
が
る
人
物
で
あ
り
、
陸
彦
遠
は
初
唐
の
能
書
家
陸
柬
之
の

子
で
あ
っ
た
（
29
）
。
し
た
が
っ
て
、
張
旭
の
真
蹟
が
陸
氏
に
伝
わ
っ
て

い
た
こ
と
は
、「
秋
深
帖
」
を
含
め
た
「
真
迹
四
帖
」
の
伝
来
の
信
憑

性
を
高
か
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
北
宋
の
嘉
祐
年
間
（
一
○
五
六

_

一
○
六
三
）
に
沈
遘
が
借
り
、
同
族
の
沈
延
嗣
に
渡
り
、
後
に
米

B

の
も
と
に
帰
し
た
と
い
う
。『
宝
章
待
訪
録
』
は
元
祐
元
年
（
一

○
八
六
）
の
成
立
で
あ
る
た
め
、
米B

の
所
蔵
と
な
っ
た
の
は
そ
れ

以
前
で
あ
ろ
う
。
北
宋
末
の
宣
和
年
間
に
は
内
府
の
収
蔵
と
な
り

（『
宣
和
書
譜
』
巻
一
八
、「
張
旭
」
の
項
）、
宋
末
元
初
の
時
期
に
は

霍
清
臣
の
所
蔵
と
な
っ
た
が
（
30
）
、
そ
れ
以
降
の
所
在
は
明
ら
か
で
は

な
い
。
な
お
、
前
掲
の
明
の
張
丑
『
清
河
書
画
舫
』
で
確
認
し
た
よ

う
に
、
明
代
に
は
元
の
趙
孟A

が
臨
書
し
た
「
秋
深
帖
」
が
伝
わ
り
、

董
其
昌
が
そ
れ
を
「
戯
鴻
堂
法
書
」
に
刻
し
て
い
る
。

（
二
）
本
稿
で
検
討
の
対
象
と
す
る
張
旭
の
草
書
作
品
の
字
体
と
字

形
、
文
字
の
大
小
の
つ
け
方
に
つ
い
て

書
蹟
に
見
ら
れ
る
文
字
の
字
体
や
字
形
は
、
あ
る
時
代
や
個
人
の

様
式
の
一
端
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
作
品
の
制
作
時
期
を
推
定
す
る

上
で
も
重
要
な
論
拠
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
唐
宋
の
草
書
の

字
体
や
字
形
と
そ
の
時
代
様
式
に
関
し
て
は
、
佐
野
光
一
氏
の
一
連

の
論
考
（
31
）
が
あ
る
に
と
ど
ま
る
。
た
だ
し
、
佐
野
光
一
氏
が
考
察
に

用
い
た
作
例
に
は
、
作
品
の
真
偽
の
定
か
で
は
な
い
も
の
が
含
ま
れ

て
お
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
再
考
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、

本
稿
で
検
討
の
対
象
と
す
る
張
旭
の
草
書
作
品
の
字
体
や
字
形
の
考

察
に
あ
た
っ
て
は
、
作
例
の
収
録
範
囲
に
限
界
が
あ
る
も
の
の
、
赤

井
清
美
編
『
行
草
大
字
典
』〈
新
装
版
〉（
東
京
堂
出
版
、
一
九
九
○
）
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を
参
考
に
用
い
て
、
本
稿
で
検
討
の
対
象
と
す
る
張
旭
の
草
書
作
品

と
北
宋
以
前
及
び
そ
れ
以
降
の
草
書
の
基
準
と
な
る
作
例
の
文
字
と

比
較
し
て
行
う
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
、
本
稿
で
検
討
し
た
の
は
、

現
段
階
で
北
宋
以
前
及
び
そ
れ
以
降
の
作
例
が
少
な
く
と
も
二
例
以

上
確
認
で
き
た
文
字
に
限
ら
れ
て
い
る
。
作
例
の
集
ま
ら
な
か
っ
た

文
字
に
関
し
て
は
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

は
じ
め
に
、
本
稿
で
検
討
の
対
象
と
す
る
張
旭
の
草
書
作
品
の
な

か
で
、
釈
文
に
異
同
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。

第
一
に
、「
晩
復
帖
」
に
関
し
て
は
、「
復
」
２
の
釈
文
に
異
論
が

見
ら
れ
る
。
清
の
王I

『
淳
化
秘
閣
法
帖
考
正
』
巻
五
、「
張
旭
書
」

の
項
で
は
、
北
宋
の
劉
次
荘
『
法
帖
釈
文
』
で
は
「
後
」
字
、
明
の

顧
従
義
『
法
帖
釈
文
考
異
』
で
は
「
復
」
字
に
釈
す
の
を
挙
げ
、
ど

ち
ら
で
も
意
味
が
通
じ
る
と
し
て
い
る
。
西
林
昭
一
氏
は
、
清
の

「
欽
定
重
刻
淳
化
閣
帖
」
に
従
っ
て
「
復
」
字
に
釈
す
が
、
北
宋
の
秦

観
『
法
帖
通
解
』
や
清
の
程
文
栄
『
南
邨
帖
考
』
に
「
後
」
字
と
釈

す
見
解
を
指
摘
し
て
い
る
（
32
）
。「
復
」
字
と
「
後
」
字
の
草
体
は
と

も
に
「
晩
復
帖
」
に
見
え
る
も
の
に
作
る
が
、「
後
」
字
が
「
晩
復

帖
」
に
見
え
る
草
体
に
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
北
宋
以
降
で

あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
「
復
」
字
と
釈
す
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
、「
肚
痛
帖
」
に
つ
い
て
は
、
第
六
行
目
末
の
二
字
の
釈

文
に
異
論
が
見
ら
れ
る
。
伏
見
冲
敬
氏
は
「
冷
□
」、
路
遠
氏
は
「
臨

床
」
と
し
て
い
る
（
33
）
。
二
字
の
最
初
は
、
字
体
の
上
か
ら
見
る
と

「
冷
」・「
臨
」
双
方
と
も
に
釈
読
可
能
で
あ
る
が
、
最
後
の
文
字
が
判

然
と
し
な
い
た
め
、
本
稿
で
は
両
字
の
釈
読
を
留
保
す
る
。

次
に
、
上
記
の
釈
文
の
異
同
を
踏
ま
え
た
上
で
、
具
体
的
に
本
稿

で
検
討
の
対
象
と
す
る
張
旭
の
草
書
作
品
の
文
字
の
字
体
や
字
形
に

つ
い
て
検
討
を
加
え
た
い
。
以
下
に
示
し
た
文
字
は
、
本
稿
で
検
討

の
対
象
と
す
る
張
旭
の
草
書
作
品
に
見
ら
れ
る
文
字
で
、
北
宋
以
降

に
新
た
な
字
体
や
字
形
が
出
現
し
た
も
の
で
あ
る
。「
●
」
印
を
附
し

た
文
字
は
、
北
宋
以
降
に
現
れ
た
新
た
な
字
体
や
字
形
と
共
通
す
る

文
字
、「
○
」
印
を
附
し
た
文
字
は
、
北
宋
以
降
に
新
た
な
字
体
や
字

形
が
現
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
れ
以
前
か
ら
用
い
ら
れ
て
き
た
従

来
の
字
体
や
字
形
で
書
か
れ
た
文
字
、「
？
」
印
を
附
し
た
文
字
は
、

刊
刻
も
し
く
は
採
拓
に
問
題
が
あ
っ
て
字
体
や
字
形
が
判
然
と
せ
ず
、

判
断
を
留
保
し
た
文
字
で
あ
る
。
表
３
は
、
本
稿
で
検
討
の
対
象
と

す
る
張
旭
の
草
書
作
品
に
見
ら
れ
る
文
字
で
、
北
宋
以
降
に
出
現
し

た
新
た
な
字
体
や
字
形
と
共
通
す
る
も
の
（
●
印
を
附
し
た
も
の
）

の
特
徴
に
つ
い
て
、
北
宋
以
前
及
び
そ
れ
以
降
の
草
書
の
基
準
と
な

る
作
例
を
も
と
に
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
来
で
あ
れ
ば
、

北
宋
以
前
及
び
そ
れ
以
降
の
草
書
の
基
準
と
な
る
作
例
の
図
版
も
提
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示
し
て
論
証
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
掲
載
図
版
の
制
約
上
、
割
愛
せ

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

・「
晩
復
帖
」

「
難
」
３
○

「
上
」
３
○

・「
千
字
文
」
絳
帖
本

「
興
」
１
○

「
蘭
」
２
○

「
情
」
２
？

「
似
」
２
？

「
斯
」
３
●

「
盛
」
３
●

「
流
」
４
●

「
容
」
６
●

「
若
」
６
●

「
辞
」
７
○

「
美
」
９
●

「
宜
」
10
？

「
所
」
11
○

「
甚
」
11
○

・「
千
字
文
」
西
安
碑
林
本

「
比
」
1-1
○

「
枝
」
1-3
○

「
交
」
1-3
○

「
切
」
1-4
●

「
箴
」
1-5
○

「
隠
」
1-6
●

「
茂
」
2-1
○

「
扶
」
2-9
○

「
漢
」
2-10
○

「
感
」
2-11
●

「
武
」
2-11
●

「
軍
」
3-6
○

「
精
」
3-6
？

「
馳
」
3-7
○

「
青
」
3-8
●

「
禹
」
3-9
●

「M

」
3-10
●

「
遠
」
3-15
○

「
葉
」
4-1
○

「
遊
」
4-2
○

「
絳
」
4-4
●

「
読
」
4-5
？

「
画
」
5-1
●

「
酒
」
5-3
○

「
杯
」
5-3
○

「
接
」
5-3
●

「
研
」
6-2
○

「
暉
」
6-4
？

「
指
」
6-6
○

・「
肚
痛
帖
」

「
所
」
２
○

「
欲
」
３
○

「
黄
」
３
？

「
有
」
４
○

上
記
の
検
討
で
は
、「
十
五
日
帖
」・「
秋
深
帖
」
の
文
字
の
字
体
や

字
形
の
す
べ
て
に
、
北
宋
以
前
及
び
そ
れ
以
降
に
お
い
て
変
化
す
る

も
の
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

そ
れ
以
外
の
作
品
の
文
字
の
字
体
や
字
形
に
は
、
作
品
ご
と
に
出
現

頻
度
に
違
い
が
あ
る
も
の
の
、
北
宋
以
降
の
傾
向
が
現
れ
て
い
る
と

い
え
よ
う
。

つ
づ
い
て
、
本
稿
で
検
討
の
対
象
と
す
る
張
旭
の
草
書
作
品
の
文

字
の
大
小
の
つ
け
方
に
つ
い
て
見
て
お
き
た
い
。
北
宋
以
前
の
草
書

の
作
例
で
は
文
字
の
大
小
に
変
化
を
つ
け
た
も
の
は
あ
ま
り
見
ら
れ

な
い
が
、
北
宋
以
降
の
草
書
の
作
例
で
は
「
狂
草
」
の
作
例
で
な
く

と
も
文
字
に
大
小
の
変
化
を
つ
け
加
え
る
こ
と
が
あ
る
。
北
宋
以
前

に
文
字
の
大
小
に
あ
ま
り
変
化
を
つ
け
な
い
の
は
、
唐
の
徐
浩
『
論

書
』（
張
彦
遠
『
法
書
要
録
』
巻
三
所
収
）
に
、

字
不
欲
疎
、
亦
不
欲
密
、
亦
不
欲
大
、
亦
不
欲
小
。
小
長
令
大
、

大
蹙
令
小
、
疎
肥
令
密
、
密
靱
令
疎
（
34
）
。

（
字
は
疎
た
ら
ん
と
欲
せ
ず
、
亦
た
密
た
ら
ん
と
欲
せ
ず
、
亦

た
大
た
ら
ん
と
欲
せ
ず
、
亦
た
小
た
ら
ん
と
欲
せ
ず
。
小
は
長
じ

て
大
た
ら
し
め
、
大
は
蹙ち

ぢ

め
て
小
た
ら
し
め
、
疎
は
肥
え
て
密
た
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ら
し
め
、
密
は
靱
せ
て
疎
た
ら
し
む
。）

と
あ
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
変
化
を
尊
ば
な
い
、
上
記
の
徐
浩
『
論

書
』
を
含
め
た
唐
代
の
書
論
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
中
和
論
が
影
響

し
て
い
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
（
35
）
。

加
え
て
、
文
字
の
大
小
に
変
化
を
つ
け
た
場
合
に
は
、
一
行
あ
た

り
の
字
配
り
に
も
影
響
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
北
宋
以
前
の
草

書
の
作
例
の
よ
う
に
、
文
字
の
大
き
さ
が
ほ
ぼ
均
一
な
場
合
、
行
あ

た
り
の
文
字
数
に
そ
れ
ほ
ど
の
変
化
は
見
ら
れ
な
い
が
、
一
方
、
北

宋
以
降
の
草
書
の
作
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
文
字
の
大
き
さ
に
大

小
の
変
化
を
つ
け
た
場
合
に
は
、
行
あ
た
り
の
文
字
数
は
一
定
で
は

な
く
な
り
、
変
化
が
生
じ
る
よ
う
に
な
る
。
ゆ
え
に
、
文
字
の
大
小

の
つ
け
方
も
、
先
に
述
べ
た
文
字
の
字
体
や
字
形
と
同
じ
く
、
作
品

の
制
作
時
期
を
推
定
す
る
上
で
客
観
的
な
基
準
に
な
り
え
る
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

「
晩
復
帖
」・「
十
五
日
帖
」・「
秋
深
帖
」
に
関
し
て
は
文
字
の
大
小

の
変
化
が
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
が
、「
千
字
文
」
絳
帖
本
及
び
西
安
碑

林
本
は
、
作
品
全
体
を
通
じ
て
か
な
り
の
大
小
の
変
化
が
見
ら
れ
る
。

ま
た
、「
肚
痛
帖
」
は
前
半
四
行
と
後
半
二
行
は
、
そ
れ
ぞ
れ
文
字
の

大
き
さ
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
を
対
照
さ
せ
る
と
、
文
字

の
大
き
さ
に
は
か
な
り
の
変
化
が
認
め
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
肉
筆
本
（
臨
本
な
ど
の
同
系
統
の
作
品
を
含
む
）
が
伝

わ
ら
ず
、
法
帖
に
の
み
見
ら
れ
る
張
旭
の
草
書
作
品
に
つ
い
て
検
討

し
た
。
そ
の
結
果
、「
晩
復
帖
」
は
、
作
品
に
見
ら
れ
る
文
字
の
字
形

や
字
体
、
文
字
の
大
小
の
つ
け
方
に
は
北
宋
以
前
の
傾
向
が
見
ら
れ

る
た
め
、
張
旭
の
法
帖
に
見
ら
れ
る
作
品
の
な
か
で
は
参
考
と
な
る

作
品
と
考
え
ら
れ
る
。「
十
五
日
帖
」
は
、
作
品
の
文
字
の
字
体
や
字

形
の
検
討
は
で
き
な
か
っ
た
も
の
の
、
文
字
の
大
小
の
つ
け
方
に
は

北
宋
以
前
の
傾
向
が
見
ら
れ
、
か
つ
、「
晩
復
帖
」
と
同
じ
く
「
淳
化

閣
帖
」
に
収
録
さ
れ
、
書
風
が
「
晩
復
帖
」
に
近
似
し
て
い
る
こ
と

を
考
え
る
と
、「
十
五
日
帖
」
も
「
晩
復
帖
」
と
同
様
に
張
旭
の
法
帖

に
見
ら
れ
る
作
品
の
な
か
で
は
参
考
と
な
る
作
品
と
考
え
ら
れ
る
。

「
秋
深
帖
」
は
、
作
品
の
文
字
の
字
体
や
字
形
の
検
討
が
で
き
な
か
っ

た
も
の
の
、
作
品
の
文
字
の
大
小
の
つ
け
方
に
は
北
宋
以
前
の
傾
向

が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
米B

の
節
臨
で
あ
る
た
め
に
そ
の
書
風
の
影

響
が
看
取
さ
れ
る
が
、「
秋
深
帖
」
の
原
本
の
伝
来
の
検
討
に
よ
っ

て
、
米B

が
節
臨
し
た
原
本
は
張
旭
の
真
蹟
で
あ
る
可
能
性
が
高
い

た
め
、
少
な
く
と
も
「
秋
深
帖
」
の
原
本
に
は
連
綿
を
用
い
て
一
筆

で
書
か
れ
て
い
る
部
分
が
存
在
し
た
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
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一
方
、「
千
字
文
」
絳
帖
本
・「
千
字
文
」
西
安
碑
林
本
は
、
作
品

の
文
字
の
字
体
や
字
形
の
一
部
や
、
文
字
の
大
小
の
つ
け
方
に
北
宋

以
降
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
た
め
、
そ
の
信
憑
性
は
低
い
と
見
ら
れ
る
。

「
肚
痛
帖
」
は
、
作
品
の
文
字
の
字
体
や
字
形
に
は
北
宋
以
前
の
傾
向

が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
文
字
の
大
小
の
つ
け
方
に
は
北
宋
以
降
の
傾

向
が
見
ら
れ
、
さ
ら
に
伝
来
は
靤
っ
た
と
し
て
も
元
代
ま
で
し
か
確

認
さ
れ
な
い
た
め
、
信
憑
性
の
低
い
作
品
と
考
え
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
「
晩
復
帖
」・「
十
五
日
帖
」・「
秋
深
帖
」

の
三
作
品
は
、
張
旭
の
草
書
の
実
態
を
窺
う
上
で
参
考
と
な
る
作
品

と
し
て
扱
い
た
い
。
ま
た
、「
千
字
文
」
絳
帖
本
・「
千
字
文
」
西
安

碑
林
本
・「
肚
痛
帖
」
の
三
作
品
は
、
張
旭
の
草
書
の
受
容
史
の
面
で

参
考
に
な
る
作
例
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
張
旭
の
草
書

の
実
態
を
窺
う
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
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註１

仁
和
呉
氏
池
北
草
堂
本
（
徐
蜀
編
『
国
家
図
書
館
蔵
古
籍
芸
術

類
編
』
一
―
四
、
北
京
図
書
館
出
版
社
、
二
○
○
四
）。

２
「
気
」
に
は
傍
点
が
附
し
て
あ
る
た
め
、
米B
の
誤
写
と
見
ら

れ
る
。

３

中
田
勇
次
郎
「
張
季
明
帖
」（
中
田
勇
次
郎
責
任
編
集
『
書
道
芸

術
』
六
〔
中
央
公
論
社
、
一
九
七
一
、
二
一
三
頁
〕、『
中
田
勇

次
郎
著
作
集
』
一
○
〔
二
玄
社
、
一
九
八
七
、
二
三
四
頁
〕
に

再
録
）。

４
「
冠
軍
帖
」
は
「
知
汝
殊
愁
…
…
」
で
始
ま
る
の
で
、「
知
汝
殊

帖
」
と
も
い
う
。「
終
年
纏
此
…
…
」
以
降
を
明
の
顧
従
義

『
法
帖
釈
文
考
異
』
は
「
終
年
帖
」
と
し
て
分
け
る
が
、
清
の

王I

『
淳
化
秘
閣
法
帖
考
正
』
で
は
こ
れ
を
是
と
し
な
い
。
容

庚
編
『
叢
帖
目
』
一（
中
華
書
局
香
港
分
局
、
一
九
八
○
）
は

王I

の
見
解
に
従
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

５

南
宋
嘉
定
三
年
温
陵
荘
夏
所
刊
二
巻
本
（
古
逸
叢
書
三
編
、
中

華
書
局
、
一
九
八
八
）。「
五
帖
」
は
「
秋
涼
平
善
帖
」（「
芝
白

帖
」・「
八
月
帖
」）
を
除
い
た
「
冠
軍
帖
」・「
欲
帰
帖
」・「
二
月

帖
」
の
こ
と
を
実
質
的
に
指
す
の
で
あ
ろ
う
。

６

三
帖
を
張
旭
の
書
と
す
る
見
解
の
ほ
か
に
、
南
宋
の
姜J

『
絳

帖
平
』
巻
二
、「
漢
張
芝
書
」
の
項
（
文
淵
閣
四
庫
全
書
本
、



四
庫
芸
術
叢
書
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
五
）
で
は
「
長

史
〔
張
旭
〕
或
蔵
真
〔
懐
素
〕
手
臨
。」、
王I

『
淳
化
秘
閣
法

帖
考
正
』
巻
二
（
寿
県
孫
氏
小
墨
妙
亭
蔵
原
刊
本
、
四
部
叢
刊

三
編
、
商
務
印
書
館
、
一
九
三
五
）、「
漢
張
芝
書
」
の
項
で
は

「
後
来
極
庸
妄
人
所
為
。」
と
す
る
。
福
田
哲
之
「
張
芝
草
書
の

実
相
│
東
牌
楼
東
漢
簡
牘
に
よ
る
法
帖
の
検
証
│
」（『
書
学
書

道
史
研
究
』
一
八
、
二
○
○
八
、
一
七_

三
○
頁
）
参
照
。

７

以
下
、
二
種
あ
る
「
千
字
文
」
以
外
の
作
品
の
底
本
の
記
載
は

省
略
す
る
。

８

路
遠
「
西
安
碑
林
蔵
石
研
究
三
題
」（『
碑
林
集
刊
』
一
一
、
陝

西
人
民
美
術
出
版
社
、
二
○
○
五
、
二
二_

四
三
頁
）。

９

『
復
古
碑
録
』
は
南
宋
の
王
厚
之
（
一
一
三
一_

一
二
○
四
）

の
『
復
斎
碑
録
』
の
誤
り
か
と
思
わ
れ
る
佚
書
で
あ
り
、
南
宋

の
陳
思
『
宝
刻
叢
編
』
に
は
四
三
二
箇
所
の
引
用
が
あ
る
と
い

う
。
張
潜
超
主
編
『
中
国
書
法
論
著
辞
典
』、「
鐘
鼎
款
識
」
の

項
（
上
海
書
画
出
版
社
、
一
九
九
○
、
五
一_

五
二
頁
）
参
照
。

10

以
下
、『
類
編
長
安
志
』
の
底
本
は
、
南
京
図
書
館
・
北
京
図
書

館
蔵
明
鈔
本
（
黄
永
年
点
校
、
中
華
書
局
、
一
九
九
○
）。

11

「
乾
元
二
年
帖
」
の
記
載
は
、
南
宋
の
『
宝
刻
類
編
』
巻
三
、

「
張
旭
」
の
項
、
同
じ
く
南
宋
の
陳
思
『
宝
刻
叢
編
』
巻
一
三
、

「
唐
張
長
史
千
文
」
の
項
に
も
見
え
る
。
後
者
はK

州
（
現
在

の
浙
江
省
金
華
市
）
の
項
に
あ
る
た
め
、
西
安
碑
林
本
と
祖
本

を
同
じ
く
す
る
別
刻
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
前
掲
注
８
路
遠
氏
論

考
で
は
、
黄
庭
堅
『
山
谷
題
跋
』
巻
四
「
書
張
長
史
乾
元
帖
後
」

に
見
え
る
「
乾
元
帖
」
を
「
乾
元
二
年
帖
」
に
同
定
さ
れ
て
い

る
が
、
同
巻
に
は
「
跋
張
長
史
千
字
文
」
と
い
う
跋
が
あ
る
た

め
、
必
ず
し
も
同
じ
筆
蹟
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。

12

粤
雅
堂
叢
書
本
（『
石
刻
史
料
新
編
』
一_

二
四
、
新
文
豊
出

版
、
一
九
七
七
）。

13

郭
沫
若
『
李
白
与
杜
甫
』（
人
民
文
学
出
版
社
、
一
九
七
一
、
二

三
六_

二
五
○
頁
。
邦
訳
に
須
田
禎
一
訳
『
李
白
と
杜
甫
』

〔
講
談
社
、
一
九
七
二
、
三
○
七_

三
二
四
頁
〕。
須
田
禎
一
訳

『
李
白
と
杜
甫
』
下
〔
講
談
社
文
庫
、
講
談
社
、
一
九
七
六
、

二
六
一_

二
九
一
頁
〕
に
再
録
）。

14

高
木
重
俊
「「
懐
素
上
人
草
書
歌
」
を
め
ぐ
っ
て
」（
北
海
道
教

育
大
学
語
学
文
学
会
編
『
語
学
文
学
』
三
○
、
一
九
九
二
、
八

三_

九
四
頁
）。

15

筑
波
大
学
附
属
図
書
館
本
（
世
経
堂
刻
、
万
暦
五
年
〔
一
五
七

七
〕
序
）。

16

藤
原
楚
水
「
唐
代
の
書
道
（
二
二
）」（『
書L

』
第
七
巻
第
一
○
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号
〔
三
省
堂
、
一
九
四
三
、
一
四_

二
一
頁
〕、
同
『
中
国
書
道

史
』〔
三
省
堂
、
一
九
六
○
、
一
○
二
一_

一
○
三
七
頁
〕・
同

『
図
解
書
道
史
』
三
〔
省
心
書
房
、
一
九
七
二
、
五
○
○_

五

一
一
頁
〕
に
再
録
）。

17

渉
聞
梓
旧
本
（
叢
書
集
成
初
編
、
中
華
書
局
、
一
九
九
一
）。

18

竹
山
逸
人
「
僧
彦
脩
草
書
千
字
文
」（『
書
苑
』
第
七
号
、
法
書

会
、
一
九
一
二
）、
同
「
彦
脩
帖
」（『
書
苑
』
第
二
巻
第
四
号
、

法
書
会
、
一
九
一
二
、
八_
九
頁
）。
清
水
姚
葉
氏
収
蔵
の
「
肚

痛
帖
」
は
、『
書
苑
』
第
一
○
号
（
法
書
会
、
一
九
一
二
）
に
掲

載
。

19
『
西
安
碑
林
博
物
館
蔵
碑
刻
総
目
提
要
』
で
は
論
拠
を
示
さ
な
い

が
、「
肚
痛
帖
」
が
彦
脩
の
書
と
同
石
に
刻
さ
れ
、
か
つ
こ
の

石
に
あ
る
北
宋
の
李
丕
緒
嘉
祐
三
年
（
一
○
五
八
）
跋
を
も
と

に
そ
う
捉
え
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

20

書
蹟
の
様
式
に
も
と
づ
い
た
分
析
方
法
に
関
し
て
は
、
張F

『
怎
様
鑑
定
書
画
』（
文
物
出
版
社
、
一
九
六
六
）、
徐
邦
達

『
古
書
画
鑒
定
概
論
』（
文
物
出
版
社
、
一
九
八
一
）
参
照
。

21

本
稿
で
い
う
「
字
体
」
と
は
、「
學
」
と
「
学
」
の
違
い
に
見
ら

れ
る
よ
う
な
「
文
字
の
骨
組
み
」
と
し
て
概
念
的
に
想
定
さ
れ

た
も
の
を
指
す
。
な
お
、「
字
形
」
と
は
「
字
体
」
の
下
位
概

念
で
あ
り
、「
学
」
の
初
画
の
点
の
長
短
の
差
異
に
見
ら
れ
る

よ
う
な
「
字
体
」
内
に
お
け
る
文
字
の
形
状
の
こ
と
を
指
す
。

昭
和
五
六
年
一
○
月
一
日
内
閣
公
示
第
一
号
「
常
用
漢
字
表
」

参
照
。

22

須
羽
源
一
「
張
旭
の
千
字
文
」（『
書L

』
第
三
巻
第
一
号
、「
歴

代
の
千
字
文
考
察
」、
一
九
三
九
、
一
五_

四
一
頁
）、
前
掲
注

16
藤
原
楚
水
氏
論
考
。

23

前
掲
注
22
須
羽
源
一
氏
論
考
。

24

前
掲
注
８
路
遠
氏
論
考
。

25

前
掲
注
８
路
遠
氏
論
考
で
は
、
明
の
陳
鑑
『
碑
藪
』
・
于
奕
正

『
天
下
金
石
志
』・
趙
均
『
寒
山
堂
金
石
林
時
地
考
』
を
挙
げ
て

い
る
。
な
お
、
路
遠
氏
は
明
の
趙M

『
石
墨
鐫
華
』
巻
四
、

「
唐
張
旭
断
碑
千
文
」
の
項
（
知
不
足
斎
叢
書
本
〔『
石
刻
史
料

新
編
』
一_

二
五
、
新
文
豊
出
版
、
一
九
七
七
〕）
に
、「
此
云

張
旭
書
、
存
者
数
十
字
、
牛
鬼
蛇
神
、
雖
云
奇
怪
、
然
不
堪
大

令
一
嗤
。」
と
あ
る
の
も
、
西
安
碑
林
本
の
伝
来
と
捉
え
、「
存

者
数
十
字
」
は
趙M

の
誤
写
も
し
く
は
刊
刻
の
誤
り
と
す
る
。

た
だ
し
、
明
の
王
世
貞
『L

州
山
人
四
部
稿
』
巻
一
三
五
、
墨

刻
跋
、「
張
旭
肚
痛
帖
」
の
項
に
も
「
千
文
数
行
」
と
の
指
摘
が

あ
り
、
西
安
碑
林
本
と
は
別
の
「
千
字
文
」
と
も
考
え
ら
れ
る
。
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26

前
掲
注
８
路
遠
氏
論
考
。

27

路
遠
氏
以
前
に
も
、
清
の
朱
楓
『
雍
州
金
石
記
』
巻
一
○
、「
張

旭
肚
痛
帖
」（
惜
陰
軒
叢
書
本
〔『
石
刻
史
料
新
編
』
一_

二
三
、

新
文
豊
出
版
、
一
九
七
七
〕）
に
、「
此
帖
在
僧
彦
修
草
書
碑
之

下
方
、
想
亦
於
宋
時
摸
勒
上
石
、
故
附
記
於
此
。」、
林N

『
来

斎
金
石
刻
考
略
』
巻
下
、「
千
字
文
断
石
肚
痛
帖
」
の
項
（
文

淵
閣
四
庫
全
書
本
〔『
来
斎
金
石
刻
考
略
（
外
七
種
）』、
四
庫

芸
術
叢
書
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
五
〕）
に
、「「
肚
痛
」

一
帖
、
宋
人
李
丕
緒
為
僧
彦
脩
刻
草
詩
、
附
刻
此
帖
於
末
。」

と
あ
る
よ
う
に
、「
肚
痛
帖
」
を
宋
刻
と
見
る
見
解
が
あ
る
。

28

清
の
葉
奕
苞
『
金
石
録
補
』
巻
一
四
に
も
『
類
編
長
安
志
』
の

記
事
が
引
か
れ
て
い
る
。

29

張
旭
と
陸
氏
の
関
係
に
関
し
て
は
、
藤
原
有
仁
「
張
旭
・
懐
素

と
狂
草
」（『
書
論
』
七
、
一
九
七
五
、
一
六
五_
一
七
四
頁
）

参
照
。

30

周
密
『
雲
烟
過
眼
録
』
巻
下
（
十
万
巻
楼
叢
書
本
、
百
部
叢
書

集
成
、
芸
文
印
書
館
、
一
九
六
八
）
に
よ
る
。『
雲
煙
過
眼
録
』

巻
下
の
割
注
に
よ
る
と
、
霍
清
臣
はO

清
臣
に
も
作
る
と
い
う
。

31

佐
野
光
一
『
草
書
の
覚
え
方
』（
雄
山
閣
出
版
社
、
一
九
八
七
、

八
○_

一
二
一
頁
）、
同
『
草
書
の
覚
え
か
た
』（
天
来
書
院
、

二
○
○
六
、
八
七_

一
一
○
頁
）。

32

西
林
昭
一
「
晩
復
帖
淳
化
閣
帖
」（
中
田
勇
次
郎
責
任
編
集

『
書
道
芸
術
』
五
、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
二
、
一
九
九_

二

○
○
頁
）。

33

伏
見
冲
敬
「
肚
痛
帖
」
釈
文
（『
書
跡
名
品
叢
刊
』
一
六
八
、
一

九
七
一
、
二
玄
社
）、
前
掲
注
８
路
遠
氏
論
考
。

34

中
国
美
術
論
著
叢
刊
本
（
人
民
美
術
出
版
社
、
一
九
六
四
）。
な

お
、
同
様
の
内
容
は
、
欧
陽
詢
『
率
更
書
三
十
六
法
』（『
佩
文

斎
書
画
譜
』
巻
三
）
や
顔
真
鑄
『
張
長
史
十
二
意
筆
法
記
』

（『
顔
魯
公
文
集
』
巻
一
四
等
所
収
）
に
も
見
え
る
。

35

中
田
勇
次
郎
「
唐
代
の
書
論
」（『
王
羲
之
を
中
心
と
す
る
法
帖

の
研
究
』、
二
玄
社
、
一
九
六
○
、
三
四
五_

三
五
二
頁
）。



図
版
典
拠

１

張
季
明
帖
本
は
米B

「
行
書
三
帖
巻
」
所
収
の
「
張
季
明
帖
」、

所
蔵
先
・
東
京
国
立
博
物
館
、Im

ag
e:
T
N
M
Im
ag
e

A
rchives

S
ource:

http://T
nm
A
rchives.jp/

、
複
製
禁

止
、
戯
鴻
堂
法
書
本
は
『
戯
鴻
堂
法
帖
』
上
（
新
華
出
版
社
、

一
九
九
八
）。

２
―
３

高
峡
主
編
『
西
安
碑
林
全
集
』
巻
二
四
（
広
東
経
済
出
版

社
、
一
九
九
九
）。

４
―
５

史
樹
青
主
編
『
中
国
歴
史
博
物
館
蔵
法
書
大
観
』
八
法

帖
二
（
柳
原
書
店
、
一
九
九
六
）。

６

啓
功
・
王
靖
憲
主
編
『
中
国
法
帖
全
集
』
二
上
、（
湖
北
美
術
出

版
社
、
二
○
○
二
）。

（
し
も
だ

し
ょ
う
へ
い
）
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表１ 『叢帖目』に見える張旭の草書作品一覧

表２ 本稿で検討の対象とした懐素の草書作品の底本
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表３ 法帖所収の張旭の草書作品に見える字体や字形で北宋以降の字体や字形に
共通するもの

表
１
注

①

原
刻
本
と
さ
れ
て
い
る
も
の
は
数
本
伝
わ
る
が
、
当
該
部
分

（
諸
家
古
法
帖
第
五
）
を
収
録
す
る
も
の
は
存
し
な
い
。
そ
こ

で
、
本
稿
で
は
中
国
国
家
博
物
館
蔵
宋
拓
泉
州
本
（
史
樹
青
主

編
『
中
国
歴
史
博
物
館
蔵
法
書
大
観
』
八
法
帖
二
、
柳
原
出

版
、
一
九
九
六
）
を
底
本
と
す
る
。

②

原
石
拓
本
・
東
庫
本
・
私
本
を
主
と
し
、
泉
州
本
と
費
甲
鋳
本

「
淳
化
閣
帖
」
で
補
わ
れ
た
北
京
故
宮
博
物
院
本
（
啓
功
・
王

靖
憲
主
編
『
中
国
法
帖
全
集
』
二
上
、
湖
北
美
術
出
版
社
、
二

○
○
二
）
を
底
本
と
す
る
。

③

原
刻
本
と
さ
れ
る
北
京
故
宮
博
物
院
本
（
啓
功
・
王
靖
憲
主
編

『
中
国
法
帖
全
集
』
三
、
湖
北
美
術
出
版
社
、
二
○
○
二
）
に

は
当
該
部
分
（
歴
代
諸
家
古
法
帖
第
五
）
は
収
録
さ
れ
て
い
な

い
。
よ
っ
て
、
当
該
部
分
を
収
め
た
書
道
博
物
館
本
（
法
書
会
、

一
九
一
四_

一
九
一
五
）
を
底
本
と
す
る
。
な
お
、
松
井
如
流

「「
大
観
帖
」
に
つ
い
て
」（『
書
品
』
二
○
、
一
九
五
一
、
六_

三
六
頁
）、
宇
野
雪
村
「
大
観
太
清
楼
帖
」（『
法
帖
事
典
』
上
、

雄
山
閣
出
版
社
、
一
九
八
四
、
四
九_

五
○
頁
）
で
は
書
道
博

物
館
本
を
原
刻
本
で
は
な
く
、
明
代
の
模
刻
本
と
見
る
。

④

有
正
書
局
の
石
印
本
に
「
淳
熙
秘
閣
続
法
帖
」
が
あ
る
も
の
の
、



容
庚
編
『
叢
帖
目
』
四
（
中
華
書
局
香
港
分
局
、
一
九
八
六
、

一
八
○
二
―
一
八
○
六
頁
）
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ

れ
は
偽
帖
と
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

⑤

近
拓
と
見
ら
れ
る
筑
波
大
学
附
属
図
書
館
本
を
底
本
と
す
る
。

⑥

初
拓
本
と
見
ら
れ
る
用
大
斎
本
（『
戯
鴻
堂
法
帖
』、
新
華
出
版

社
、
一
九
九
八
）
を
底
本
と
す
る
。「H

開
府
歩
虚
詞
二
首
」・

「
謝
霊
運
王
子
晋
讃
」・「
厳
下
一
老
公
讃
」
は
遼
寧
省
博
物
館

蔵
「
古
詩
四
帖
」
に
同
定
さ
れ
る
た
め
、
本
稿
で
は
検
討
の
対

象
と
し
な
い
。

⑦
「
玉
烟
堂
帖
」
に
見
ら
れ
る
「H
開
府
歩
虚
詞
」
は
、
遼
寧
省

博
物
院
蔵
「
古
詩
四
帖
」
に
同
定
さ
れ
る
。
辻
本
勝
巳
「
昭
和

法
帖
大
系
輯
載
帖
目
年
表
」（
同
編
『
昭
和
法
帖
大
系
』
一
五
、

駸
々
堂
書
店
、
一
九
四
二
）
参
照
。

⑧
「
餤
墨
斎
法
書
」
所
収
の
「H

開
府
歩
虚
詞
」
は
「
戯
鴻
堂
法

書
」
の
標
題
か
ら
類
推
し
て
、
遼
寧
省
博
物
館
蔵
「
古
詩
四
帖
」

の
一
部
を
指
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

⑨

張
伯
英
氏
は
「
式
古
堂
法
書
」
に
あ
る
「
春
草
帖
」
を
偽
帖
と

見
て
い
る
が
（『
叢
帖
目
』
一
〔
中
華
書
局
香
港
分
局
、
一
九

八
○
、
三
六
三
頁
〕、
張
伯
英
『
張
伯
英
碑
帖
論
考
』
三
〔
河

北
教
育
出
版
社
、
二
○
○
六
、
五
七
頁
〕
に
再
録
）、
北
宋
以

降
の
文
献
に
確
認
で
き
る
作
品
で
あ
り
、
今
後
文
献
に
よ
っ
て

検
討
を
深
め
た
い
。

⑩

清
の
咸
豊
年
間
以
前
の
拓
と
見
ら
れ
る
筑
波
大
学
附
属
図
書
館

本
を
底
本
と
す
る
。

⑪

熊
季
貞
旧
蔵
本
（
屶
福
寿
編
『
契
蘭
堂
法
帖
』
巻
一
、
江
西
美

術
出
版
社
、
二
○
○
六
）
を
底
本
と
す
る
。

⑫

初
拓
毛
装
本
と
さ
れ
る
中
国
国
家
図
書
館
本
（
啓
功
・
王
靖
憲

主
編
『
中
国
法
帖
全
集
』
一
四
、
湖
北
美
術
出
版
社
、
二
○
○

二
）
を
底
本
と
す
る
。

⑬
「
海
山
仙
館E

古
」
に
見
え
る
「
不
書
多
時
帖
」
は
、
容
庚
編

『
叢
帖
目
』
二
（
中
華
書
局
香
港
分
局
、
一
九
八
一
、
七
七
五

頁
）
に
は
「
淳
熙
秘
閣
続
帖
第
六
本
」
を
も
と
に
し
た
あ
る
が
、

南
宋
の
曽
宏
父
『
石
刻
鋪
叙
』
や
有
正
書
局
刊
行
の
石
印
本
に

は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、「
不
書
多
時
帖
」
は
「
星
鳳

楼
帖
」（
北
海
道
教
育
大
学
附
属
図
書
館
〔
岩
見
沢
校
〕
蔵
）

の
「
率
意
帖
」
と
同
定
さ
れ
る
。

⑭

奈
良
教
育
大
学
学
術
情
報
研
究
セ
ン
タ
ー
図
書
館
本
を
底
本
と

す
る
。「
酔
頷
帖
」
は
台
北
故
宮
博
物
院
寄
託
「
自
言
帖
」
に

同
定
さ
れ
る
た
め
、
本
稿
で
は
検
討
の
対
象
と
し
な
い
。

⑮

前
掲
注
④
容
庚
編
『
叢
帖
目
』
四
、「
絳
帖
十
二
巻
」（
一
七
七
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○_

一
七
七
九
頁
）、
同
「
星
鳳
楼
帖
」（
一
七
八
六_

一
七
九

四
頁
）。

表
２
注

①

欽
定
重
刻
淳
化
閣
帖
本
は
淳
化
閣
帖
本
と
全
く
同
じ
体
裁
に
作

る
。
大
観
法
帖
本
は
「
淳
化
閣
帖
」
の
翻
刻
本
の
系
統
と
見
ら

れ
る
も
の
で
、
標
題
は
「
唐
左
率
府
張
氏
張
顛
書
」、
行
は
翻

刻
の
過
程
で
改
編
し
た
た
め
か
三
行
に
作
る
。
ま
た
、
後
の
二

行
は
行
ご
と
前
後
し
て
い
る
が
、
西
林
昭
一
「
晩
復
帖
淳
化

閣
帖
」（
中
田
勇
次
郎
責
任
編
集
『
書
道
芸
術
』
五
、
中
央
公

論
社
、
一
九
七
二
、
一
九
九_

二
○
○
頁
）
で
は
石
裂
痕
か
ら

見
て
剪
装
の
誤
り
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。
東
晋
堂
集
古
法
帖

本
は
、
標
題
を
「
唐
左
率
長
史
張
顛
書
」
と
す
る
以
外
は
大
観

法
帖
本
と
全
く
同
じ
体
裁
に
作
る
。
ま
た
、「
宝
賢
堂
集
古
帖
」

附
載
朱
奇
源
弘
治
二
年
（
一
四
八
九
）
九
月
一
日
跋
か
ら
も
、

大
観
法
帖
本
を
も
と
に
し
て
翻
刻
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
契

蘭
堂
法
帖
本
の
祖
本
は
不
明
で
あ
る
が
、
先
に
述
べ
た
大
観
法

帖
本
の
後
二
行
の
前
後
の
誤
り
を
正
し
て
刻
入
し
て
い
る
以
外

は
、
大
観
法
帖
本
と
ほ
ぼ
同
じ
に
作
る
た
め
、
こ
れ
と
同
系
統

の
も
の
と
見
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
淳
化
閣
帖
本

を
底
本
と
す
る
。

②

前
掲
注
①
の
理
由
に
よ
り
、
淳
化
閣
帖
本
を
底
本
と
す
る
。
大

観
法
帖
本
・
東
晋
堂
集
古
法
帖
本
は
、
全
二
行
、
全
一
六
字
に

作
る
。
契
蘭
堂
法
書
本
は
大
観
法
帖
本
に
準
じ
る
が
全
三
行
に

作
る
。
お
そ
ら
く
大
観
法
帖
本
の
末
行
に
あ
る
「
張
旭
書
。」

を
第
三
行
目
の
中
下
方
に
移
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

③
「
張
旭
書
。」
と
あ
る
。

④
「
得
足
十
五
日
問
。」
と
期
日
の
み
を
記
載
す
る
。

⑤

諸
本
と
も
に
「
晩
復
帖
」
の
直
後
に
刻
さ
れ
て
い
る
た
め
、
標

題
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

⑥

絳
帖
本
は
「
千
字
文
」
の
第
六
五
句
目
「
臨
深
履
薄
」
の
「
薄
」

字
か
ら
第
七
六
句
目
「
藉
甚
無
竟
」
の
「
甚
」
字
ま
で
を
刻
す
。

東
晋
堂
集
古
法
帖
本
は
、「
晩
復
帖
」・「
十
五
日
帖
」
の
次
に

刻
さ
れ
て
お
り
標
題
は
な
い
。
全
く
同
じ
体
裁
に
作
る
が
、
第

七
二
句
目
「
言
辞
安
定
」
ま
で
し
か
刻
さ
れ
て
い
な
い
。P

清

館
帖
本
に
は
絳
帖
本
の
下
方
の
紙
に
書
か
れ
た
呉
栄
光
の
批
注

や
翁
方
綱
「
覃
谿
」
朱
文
方
印
が
刻
さ
れ
て
い
る
た
め
、
呉
栄

光
が
「P

清
館
帖
」
を
刊
刻
す
る
際
、
自
身
の
収
蔵
し
た
絳
帖

本
（
北
京
故
宮
博
物
院
蔵
）
を
翻
刻
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

な
お
、
標
題
は
「
唐
張
旭
伯
高
」（「
伯
高
」
は
張
旭
の
字
）。
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ゆ
え
に
、
本
稿
で
は
絳
帖
本
を
底
本
と
す
る
。

⑦

張
彦
生
「
唐
張
旭
書
千
字
文
帖
」（『
善
本
碑
帖
録
』、
中
華
書

局
、
一
九
八
四
、
二
○
九
頁
）
で
は
宋
代
の
刻
と
す
る
。
西
安

碑
林
本
は
高
峡
主
編
『
西
安
碑
林
全
集
』
巻
二
四
（
整
本
、
広

東
経
済
出
版
社
、
一
九
九
九
）
を
底
本
と
し
、
比
較
的
字
口
が

鮮
明
な
上
海
博
物
館
蔵
旧
拓
本
（
剪
装
本
、
啓
功
・
王
靖
憲
主

編
『
中
国
法
帖
全
集
』
一
六
、
湖
北
美
術
出
版
社
、
二
○
○
二
）

も
併
せ
て
参
照
す
る
。
六
断
石
か
ら
な
る
が
、
す
べ
て
書
風
は

共
通
し
、
か
つ
上
下
左
右
に
は
枠
取
り
（
左
右
は
断
石
に
よ
っ

て
は
確
認
で
き
な
い
も
の
も
あ
る
）
が
見
ら
れ
、
そ
の
枠
の
上

下
の
寸
法
が
六
断
石
と
も
に
約
二
七
セ
ン
チ
と
共
通
し
て
い
る

た
め
、
同
一
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
路
遠
「
西
安
碑
林
蔵
石

研
究
三
題
」（『
碑
林
集
刊
』
一
一
、
陝
西
人
民
美
術
出
版
社
、

二
○
○
五
、
二
二_

四
三
頁
）
参
照
。
第
一
石
は
「
千
字
文
」

の
第
八
八
句
目
「
猶
子
比
児
」
か
ら
第
九
五
句
目
「
節
義
廉
退
」

の
「
廉
」
字
ま
で
、
第
二
石
は
第
一
三
一
句
目
「
策
功
茂
実
」

の
「
功
」
字
か
ら
第
一
四
一
句
目
「
俊
乂
密
勿
」
の
「
俊
」
字

ま
で
、
第
三
石
は
第
一
四
五
句
目
「
仮
途
滅Q

」
の
「
滅
」
字

か
ら
第
一
六
一
句
目
「
曠
遠
綿F

」
の
「
遠
」
字
ま
で
、
第
四

石
は
第
一
九
三
句
目
「
陳
根
委
翳
」
の
「
委
」
字
か
ら
第
二
○

五
句
目
「
親
戚
故
旧
」
の
「
旧
」
字
ま
で
、
第
五
石
は
第
二
一

○
句
目
「
銀
燭R

煌
」
の
「
煌
」
字
か
ら
第
二
一
五
句
目
「
嬌

手
頓
足
」
の
「
手
」
字
ま
で
、
第
六
石
は
第
二
三
四
句
目
「
並

皆
佳
妙
」
の
「
佳
」
字
か
ら
第
二
四
二
句
目
「
永
綏
吉
劭
」
の

「
永
」
字
ま
で
を
収
録
。
西
安
碑
林
本
に
は
誤
字
や
欠
損
し
た

文
字
も
ま
ま
見
受
け
ら
れ
る
が
、
第
一
石
第
一
行
の
欠
損
を
除

い
て
は
釈
読
が
可
能
で
あ
る
。

⑧

第
八
八
句
目
「
猶
子
比
児
」
の
前
に
は
一
行
あ
る
が
、
判
読
で

き
な
い
。

⑨
「
郡
」
字
が
第
九
行
目
と
第
一
○
行
目
に
重
出
。

⑩
「
矢
」
6-3
は
「
井
」
字
の
誤
字
の
よ
う
な
も
の
を
書
い
た
後
に

「
矢
」
字
が
書
か
れ
た
可
能
性
が
高
く
、
こ
れ
を
一
字
と
し
て

数
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
ま
た
、
前
掲
注
⑦
『
西
安
碑
林
全

集
』
巻
二
四
に
は
第
五
石
を
示
し
た
上
で
、
第
六
石
の
図
版
の

後
半
に
も
、
第
五
石
の
図
版
を
掲
載
し
て
い
る
。
前
掲
注
⑦
路

遠
氏
論
考
で
は
第
六
石
後
半
の
第
五
石
重
出
部
分
の
図
版
が
掲

載
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
第
五
石
は
、
第
六
石
の
後
ろ
に
あ
る

と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
今
後
の
原
石
の
実

見
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
た
い
。

⑪

法
帖
に
採
ら
れ
た
「
肚
痛
帖
」
は
現
段
階
で
過
眼
す
る
機
会
を
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得
て
い
な
い
の
で
、
本
稿
で
は
西
安
碑
林
本
（
前
掲
注
⑦
『
西

安
碑
林
全
集
』
巻
二
四
）
を
底
本
と
す
る
。

⑫

清
の
朱
楓
『
雍
州
金
石
記
』
巻
一
○
・
黄
本
騏
『
隋
唐
石
刻
拾

遺
』
に
は
標
題
に
つ
い
て
の
指
摘
が
あ
り
、
少
な
く
と
も
清
代

中
期
に
は
こ
の
標
題
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
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